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種別 貸与月額 募集時期
（定期採用）自宅 自宅外

第一種（無利子貸与） 3万円・4.5 万円 3万円・5.1 万円 ４月上旬（予定）第二種（有利子貸与） 3万円・5万円・8万円・10 万円・12 万円

区　分 払出可能日
４月分 　４月 21 日
５月分 　５月 16 日

６～３月分 各月の 11 日
注１　払出可能日が土曜、日曜及び祝日のときは、その前日となります。
注２　新規採用者の初回交付は、採用決定を通知した月の11日となります。
注３　最高学年の３月分は２月分と合わせて２月10日に入金されます。

４　奨学金制度

⑴日本学生支援機構奨学金
①日本学生支援機構の奨学金とは
　貸与型の奨学金で経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し貸与される奨学金
です。採用は、学業、健康、経済状況等により選考の上、大学の推薦に基づき日本学生支援
機構で決定されます。奨学生の採用数については大学毎に枠が与えられるため、推薦基準該
当者全員が採用されるとは限りません。

②奨学金の種別及び募集時期

注１　定期採用について、詳しい内容は４月に開催する説明会で説明しますので、希望者は
必ず出席してください。開催日時等は、メールニュース、学生情報システム掲示板で
お知らせします。

注２　追加募集があればその都度周知しますので、募集締切日までに必要書類を本部棟１階
事務室（教務学生課）に提出してください。

注３　定期採用のほかに、家計事情の急変（家計支持者の失職、死亡または災害等）があっ
た場合は、緊急・応急採用の制度もあり随時申込を受け付けますので、本部棟１階事
務室（教務学生課）に相談してください。

③入学後の手続き
　高校在学時に大学奨学生として予約採用されている人は、大学へ進学後に本採用されます。
採用候補者の決定通知を受けている場合は、入学後速やかに「採用候補者決定通知」を本部
棟１階事務室（教務学生課）へ提出してください。提出と同時に日本学生支援機構に対しイ
ンターネットによる届け出が必要になりますので、パスワードを聞いて各自で届け出を行っ
てください。通知書の提出とインターネットによる届け出がされない場合は、貸与の資格を
失いますので注意してください。

④貸与期間
　奨学金の貸与期間は、大学の定める正規の最短修業年限の終期までであり、留年等により
修業年限が延長された場合の期間延長はできません。また、在学期間中でも学業成績不振等
のため、停止、廃止等の処置がとられることがあります。

⑤奨学金の交付
　奨学金は、原則として毎月１回当月分が指定口座に振り込まれます。払出可能日は次のと
おりです。
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⑥奨学生適格認定
　日本学生支援機構の奨学生は、毎年１回（１月頃）、「奨学金継続願」をインターネットで
提出する必要があります。これを怠った場合は、奨学生の資格を失います。提出する時期が
決まり次第、メールニュース、学生情報システム掲示板でお知らせします。
　提出された「奨学金継続願」の記載内容と平素の学業成績等を総合的に審査し、奨学金継
続の可否を判断しますので、健康に留意し、学業に励んでください。

⑦奨学金の返還
　奨学金は貸与であり、卒業・退学後には返還の義務があります。卒業予定者に対し、返還
手続き説明会を開催しますので（毎年 11 月頃）、該当者は必ず出席してください。説明会の
日程は、メールニュース、学生情報システム掲示板でお知らせします。

⑵その他の奨学制度
　地方公共団体又は民間団体による奨学制度があり、募集はその都度メールニュース及び学生
情報システム掲示板でお知らせします。
　なお、日本学生支援機構の奨学金と重複して貸与を受けることができない場合がありますの
で、申し込みをする際には注意してください。

５　学生表彰制度

⑴島根県立大学賞
　本学の学生が、学術、芸術、スポーツ、文化活動及び社会活動において他の学生の模範とな
る活動を行い、優秀な成果を挙げた場合に表彰します。
◇対象：学生個人及び団体
◇選考方法：教員からの推薦に基づき審査を行い、学長が決定します。

⑵成績優秀者奨学金
　本学の２年次以上の学生で、前年度の学業成績が優秀な学生に対し、奨学金を給付します。
◇選考基準：前年度の学業成績指数（※）が上位の者（ただし、登録単位数等について一定

の条件があります。）

※学業成績指数＝　
優の単位数×４＋良の単位数×３＋可の単位数×２

優の単位数＋良の単位数＋可の単位数
◇給付対象者数：12名（各学年４名）
◇奨学金給付額：１人当たり10万円
※平成24年度より新制度に移行し、対象者数・給付額ともに拡げます。


